
自動販売機の設置に関する取扱基準

（目的）

第１条 この基準は、行政財産の貸付けにより飲料水等自動販売機（以下「自販機」とい

う。）を設置させる場合の取扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。

（自販機設置の方法）

第２条 市の施設内に自販機を設置する場合は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２３８条の４第２項第４号の規定に基づき、行政財産のうち庁舎等の用途又は目的を

妨げない範囲を考慮し、自販機設置者に対して土地又は建物の一部を貸し付ける方法に

より行うものとする。

（設置者の選定方法）

第３条 市の施設（財産）を所管する課（以下「所管課」という。）は、原則、一般競争入

札により自販機の設置希望者を募り、貸付けの相手方である自販機設置者を選定する。

２ 前項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、他の方法により貸付けの相手方を選

定することができる。

（賃貸借契約の締結）

第４条 所管課は、自販機設置者との間で、自動販売機の設置に関する契約を締結しなけ

ればならない。

（貸付期間）

第５条 貸付期間は、３年を超えない範囲とし、貸付期間の更新は行わないものとする。

（貸付料）

第６条 自販機の設置に係る行政財産の貸付料の月額は、自販機１台当たりの貸付基本額

及び毎月の売上高に貸付料率を乗じて得た額の合計額とする。なお、最低料率は自販機

を設置する施設の売上げ等を考慮し、施設管理者が定める。

（売上報告書の提出等）

第７条 自販機設置者は、自販機の売上状況を取りまとめ、売上報告書（様式第１号）を

所管課に提出しなければならない。

２ 所管課は、貸付料の調定を行うとともに、自販機設置者に対して速やかに納入通知書

を送付するものとする。

（電気料）

第８条 自販機設置者は、自販機に電気の使用量を計る子メーターを自らの負担で設置し、

使用量により算出した電気料を指定する期日までに納入するものとする。



（自販機の設置条件）

第９条 自販機設置者の設置上の条件は、次のとおりとする。

（１）設置する自販機には、販売及び管理する者の会社名又は管理者名を必ず明記するこ

と。

（２）市は、地球温暖化対策を推進していることから、省電力（ヒートポンプ）、ノンフロ

ン対応等環境への負荷を軽減した自販機とすること。

（３）自販機を据え付ける場合は、転倒防止措置を講ずること。

（４）設置場所等を勘案し、ＡＥＤ搭載、災害対策、電子マネー決済対応等の自販機を検

討すること。

（設置等の費用負担）

第 10 条 自販機及び電気メーター等の設置、維持管理及び撤去に係る費用は、自販機設置

者の負担とする。

（使用済み容器の回収ボックスの設置及び管理）

第 11 条 使用済み容器の回収ボックスの設置及び管理については、自販機設置者の責任に

おいて、次のとおり行うものとし、使用済み容器の回収等の時間については施設管理者

の指示に従うこと。

（１）使用済み容器の回収ボックスは、プラスチック製又は金属製とし、導入機種に対応

したものを設置すること。なお、投入口付近には、一般ごみ投入禁止とリサイクル推

進を表示するとともに、外観色は周辺環境に配慮したものとすること。

（２）回収ボックスからの使用済み容器の回収及び処理は、自販機設置者の責任において

これを行い、処理に当たっては、法律又は条例の規定に基づき許可を得るなど適切な

業者に委託すること。なお、回収頻度については、回収ボックスから容器があふれな

いよう十分に配慮するとともに、周辺環境の美化に努めること。

（３）自販機が他社との併設の場合、関係者間で回収方法を協議し、責任を明確にした上

で適切に回収及び処理をすること。

（その他）

第 12 条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附 則

この基準は、平成２２年７月１日から実施する。

附 則

この基準は、令和元年５月１日から実施する。



様式第１号（第７条関係）

売 上 報 告 書

自動販売機の設置に関する取扱基準第７条第１項の規定に基づき、自動販売機の月間売上げを次の

とおり報告します。

年 月 日

あきる野市長 様

自動販売機設置者 （所在地）

（会社名）

㊞

（設置場所） （担当者名）

（機種、型式） （電話番号）

【記載上の注意】

１．本報告書は、四半期それぞれの最終月の翌月の１５日までに必ず提出してください。

２．本報告書には、自販機１台ごとに月別の売上状況を商品別に記載してください。

３．貸付料の額は、売上金額に○○％を乗じて得た金額になります。
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